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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第144期

第１四半期累計期間
第145期

第１四半期累計期間
第144期

会計期間
自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日

自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日

自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日

売上高 (千円) 1,500,205 1,317,269 5,549,129

経常利益又は経常損失(△) (千円) 11,941 △62,718 △239,180

四半期純利益又は四半期(当期)純
損失(△)

(千円) 5,086 △71,074 △650,836

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 1,000,000 1,000,000 1,000,000

発行済株式総数 (株)

普通株式
118,152,293

第一回優先株式
5,000,000

普通株式
118,152,293

第一回優先株式
5,000,000

普通株式
118,152,293

第一回優先株式
5,000,000

純資産額 (千円) 1,949,772 1,222,623 1,293,737

総資産額 (千円) 7,836,480 6,672,105 7,395,521

１株当たり四半期純利益金額又は
四半期(当期)純損失金額(△)

(円) 0.25 △0.60 △6.95

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 0.20 ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 24.9 18.3 17.5

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　「持分法を適用した場合の投資利益」については、関連会社が存在しないため、記載しておりません。

３　第144期第１四半期累計期間、第144期及び第145期第１四半期累計期間は、配当を行っておりません。

４　第144期及び第145期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜

在株式は存在するものの、１株当たり四半期(当期)純損失であるため、記載しておりません。

　

　
２ 【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有

価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　
２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

　
(1) 経営成績の分析

　当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災による経済活動

の停滞や電力供給の制約等の影響により、景気の先行きは依然として不透明な状況にあります。

　公共投資関連の市場におきましては、東日本大震災の復興に関する需要の増加も見込まれますが、現時点

では不透明であります。また、公共事業の見直しや公共事業費の削減は今後も進むと見られ、一段と厳しさ

を増しております。当社がその大半を依存しております橋梁業界におきましても、多数の企業で受注を競い

合う非常に厳しい状況が続いております。 

　このような状況におきまして、当社は全社をあげて受注活動に取り組みましたが、当第１四半期累計期間

の橋梁発注量が著しい低水準にあったため、当第１四半期累計期間の受注高としましては１億４千５百万

円（前年同四半期比73.4％減）となりました。売上高につきましては13億１千７百万円（前年同四半期比

12.2％減）となり、受注残高につきましては48億５千万円（前年同四半期比21.3％減）となりました。 

　損益面では、既存工事のコスト削減活動の効果等もみられましたが、売上総利益は６千４百万円（前年同

四半期比54.2％減）となりました。また、様々な経費圧縮策を実行し販売費及び一般管理費の縮減の継続に

努めましたが、営業損失は４千４百万円（前年同四半期は１千万円の営業利益）となりました。また、経常

損失は６千２百万円（前年同四半期は１千１百万円の経常利益）となり、四半期純損失は７千１百万円

（前年同四半期は５百万円の四半期純利益）となりました。

　事業部門別の業績は、当社の事業は、〔鋼構造物事業〕に集中させており、〔その他〕特記すべきものはご

ざいません。

　
(2) 財政状態の分析

　当第１四半期会計期間末における総資産は66億７千２百万円となり、前事業年度末に比べ７億２千３百万

円減少いたしました。

　流動資産は、前事業年度末に比べ20.9％減少し、27億４百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金

が８億１百万円減少したことなどによるものであります。

　固定資産は、前事業年度末に比べ0.2％減少し、39億６千７百万円となりました。

　流動負債は、前事業年度末に比べ6.4％増加し、43億５千３百万円となりました。これは、短期借入金が７億

５千万円減少したものの、１年内返済予定の長期借入金が12億６千８百万円増加したことなどによるもの

であります。

　固定負債は、前事業年度末に比べ45.5％減少し、10億９千５百万円となりました。これは、長期借入金が９

億１千３百万円減少したことなどによるものであります。

　純資産は、前事業年度末に比べ5.5％減少し、12億２千２百万円となり、自己資本比率は18.3％となりまし

た。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じ

た課題はありません。

　

(4) 研究開発活動

　記載すべき事項はありません。

　

(5) 生産、受注及び販売の実績

　当第１四半期累計期間において、生産、受注及び販売実績が著しく減少しております。

　受注実績は前第１四半期累計期間に比べ73.4％減となりました。これは、橋梁発注が第２四半期会計期間

以降に集中し、当第１四半期累計期間の橋梁発注量が著しい低水準にあったためであります。

　生産実績は前第１四半期累計期間に比べ13.1％減となり、販売実績は前第１四半期累計期間に比べ12.2％

減となりました。これは、前期以前の受注高の減少の影響により、当第１四半期累計期間の工場及び架設現

場の稼働率が落ち込んだためであります。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 138,809,400

第一回優先株式 5,000,000

計 143,809,400

　

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成23年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年８月12日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 118,152,293118,152,293

東京証券取引所
(市場第一部)
大阪証券取引所
(市場第一部)

株主としての権利内容に
制限のない、標準となる
株式であり、単元株式数
は50株であります。

第一回優先株式
（注）１

5,000,000 5,000,000非上場
単元株式数は50株
（注）２,３,４,５,６

計 123,152,293123,152,293― ―

(注) １　行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。

２　第一回優先株式は、当社の普通株式の株価を基準として取得価額が修正され、取得と引換えに交付する普通株式

数が変動します。行使価額等の修正基準、頻度および行使価額の下限を定めており、これらの詳細については、

(注)４に記載のとおりであります。なお、当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の権利の行使に関す

る事項についての取決め、および当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めはありませ

ん。

３　当社は、財務体質の改善および強化を目的として、第一回優先株式の発行による第三者割当増資を実施しており

ます。

４　第一回優先株式の内容は以下のとおりであります。

(1)優先配当金

　①優先配当金の額

　　第一回優先株式1株当たりの優先配当金(以下「第一回優先配当金」という。)の額は、平成16年3月31日に終了す

る営業年度までは無配とする。平成16年4月1日に開始する営業年度以降は、第一回優先株式の発行価額(200

円)に、それぞれの営業年度ごとに下記の年率を乗じて算出した額とする。第一回優先配当金の額は、円位未満

小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。計算の結果が20円を超える場合は、第一回優先配当金

の額は20円とする。平成16年4月1日以降、次回年率修正日(下記に定義される)の前日までの各営業年度につい

て、下記算式により計算される年率(以下「第一回優先配当年率」という。)とする。 

　　　第一回優先配当年率＝日本円TIBOR(6ヶ月物)＋1.5％

第一回優先配当年率は、％位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。「年率修正日」は、平

成17年4月1日および、以降平成25年3月31日までの毎年4月1日とする。当日が銀行休業日の場合は、前営業日を

年率修正日とする。「日本円TIBOR(6ヶ月物)」は、平成16年4月1日または各年率修正日(当日が銀行休業日の

場合は前営業日)およびその直後の10月1日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の2時点(「優先配当決定基

準日」という。)において、午前11時における日本円6ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・

レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会連合会によって公表される数値の平均値を指すものとし、優先配当

決定基準日に日本円6ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レートが公表されない場合、当該

平均値の算出にあたっては、同日(当日が、銀行休業日の場合は前営業日)ロンドン時間午前11時にスクリーン

・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート(ユーロ円LIBOR6ヶ月物(360日ベース)として英国銀

行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを用いる。
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　②非累積条項

　　第一回優先株式を有する株主（以下「第一回優先株主」という。）または第一回優先株式の登録株式質権者

（以下「第一回優先登録株式質権者」という。）に対して支払われる1株当り利益配当金の額が上記①に定め

る第一回優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

　③非参加条項

　　第一回優先株主または第一回優先登録株式質権者に対しては、第一回優先配当金を超えて配当しない。

(2)残余財産の分配

　　当社の残余財産を分配するときは、第一回優先株主または第一回優先登録質権者に対し、第一回優先株式1株に

つき200円を普通株式を有する株主または普通株式の登録質権者に先立って支払う。第一回優先株主または第

一回優先登録質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。

(3)議決権

　　第一回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

(4)金銭を対価とする取得請求権

　　第一回優先株主は、当社に対し、平成21年以降、いつでも第一回優先株式の一部又は全部の取得を請求すること

ができる。当社は、この請求がなされた場合には、平成16年3月期以降の税引後利益の累積額が10億円を超えて

いることを条件に、その直前の事業年度の税引後当期利益の2分の1の金額を限度とし、第一回優先株式の取得

を行うものとする。当社は、第一回優先株式の取得請求後2ヶ月以内に、第一回優先株式の取得手続を終了させ

るものとし、取得の対価として第一回優先株式1株につき200円を支払うものとする。なお、取得請求の総額が、

上記の取得のための限度額を超える場合は、各取得請求額の割合に応じ、これを取得する。 

(5)新株引受権等

　　当社は、法令に定める場合を除き、第一回優先株式について株式の併合または分割は行わない。当社は、第一回優

先株主に対し、新株の引受権または新株予約権もしくは新株予約権付社債の引受権を与えない。 

(6)普通株式を対価とする取得請求権

  　第一回優先株主は、当社に対し、下記の取得の条件で、当社の普通株式の交付を対価とする第一回優先株式の取

得を請求することができる。ただし、取得の請求をした日（以下「取得請求日」という。）において、以下に定

義する剰余授権株式数が以下に定義する請求対象普通株式総数を下回る場合には、(i)当該取得請求(以下

「本件請求」という。)に係る第一回優先株式の数に、(ii)剰余授権株式数を請求対象普通株式総数で除して

得られる数を乗じた数（小数第１位まで計算し、その小数第１位を切り捨てる。）の第一回優先株式について

のみ本件請求の効力が生じるものとし、本件請求の効力は生じる第一回優先株式以外の本件請求にかかる第

一回優先株式については、取得請求がなされなかったものとみなす。なお、複数の本件請求がなされ、その到達

の先後不明の場合は、同時に到達したものとみなし、各本件請求に係る請求対象普通株式総数の総数が剰余授

権株式数を上回る場合には、按分により本件請求の効力が生じるものとし、本件請求の効力が生じる第一回優

先株式以外の本件請求にかかる第一回優先株式については、取得請求がなされなかったものとみなす。

　　「剰余授権株式数」とは、以下のＡおよびＢのいずれか小さい数をいう。

Ａ：(I)当該取得請求日における当社の発行可能株式総数より、(II)(i)当該取得請求日における発行済普通株

式の数、(ii)当該取得請求日における発行済第一回優先株式の数、(iii)当該取得請求日における発行済第

二回優先株式の数、(iV)新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含み、権利を行使することができ

る期間の初日が到来していないものを除く。）の新株予約権者がその新株予約権の行使により取得するこ

ととなる普通株式の数（それぞれ小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。）の総数を控除し

た数をいう。

Ｂ：(I)当該取得請求日における当社の普通株式の発行可能種類株式総数より、(II)(i)当該取得請求日におけ

る発行済普通株式の数、(ii)新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含み、権利を行使することが

できる期間の初日が到来していないものを除く。）の新株予約権者がその新株予約権を行使することによ

り取得することとなる普通株式の数（それぞれ小数第１位まで算出し、その小数第１を切り上げる。）の総

数を控除した数をいう。

「請求対象普通株式総数」とは、第一回優先株主が当該取得請求日に取得を請求した第一回優先株式の発

行価格の総額を当該取得請求に適用される取得価格で除して得られる数（小数第１位まで算出し、その小

数第１位を切り上げる。）をいう。
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　① 取得請求期間

　平成20年4月1日から平成25年3月31日までとする。

　② 取得により発行する株式の内容

　普通株式

　③ 取得により発行すべき普通株式数

　第一回優先株式の取得により発行すべき普通株式数は、次のとおりとする。

      　　　取得により発行              第一回優先株主が取得請求の

　　　　すべき普通株式数　　　　＝　ために提出した第一回優先株　÷　取得価額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　式の発行価額総額

　　　発行株式数の算出に当って1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

  ④ 当初取得価額

　当初取得価額は、普通株式1株当たり327.6円とする。 

　⑤ 取得価額の修正

　　取得価額は、平成21年4月1日から平成25年3月31日まで、毎年4月1日(以下、それぞれ「取得価額修正日」とい

う。)に、各取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社

の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)に修正される

(修正後取得価額は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお、上記の時価算定期

間内に、下記⑥で定める取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、下記⑥に準じて取締役会が

適当と判断する値に調整される。)。ただし、上記計算の結果、修正後取得価額が当初取得価額の70%(円位未

満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下「下限取得価額」という。ただし、下記⑥によ

り調整される。)を下回る場合には下限取得価額をもって、また修正後取得価額が当初取得価額の200%(以下

「上限取得価額」という。ただし、下記⑥により調整される。)を上回る場合には上限取得価額をもって修正

後取得価額とする。

　⑥ 取得価額の調整 

　Ａ. 当社は、第一回優先株式発行後、本号B.に掲げる各事由により、当社の普通株式数に変更を生じる場合または

変更を生ずる可能性がある場合は、取得価額を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調

整する。取得価額調整式を用いる計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五

入する。

　 　 　 　
既発行普通株式数 ＋

新発行・処分普通株式数×１株当たりの発行・処分価額

調整後
＝
調整前

×
時価

取得価額 取得価額 既発行普通株式数＋新発行・処分普通株式数

　Ｂ. 取得価額調整式により第一回優先株式の取得価額の調整を行う場合およびその調整後の取得価額の適用時

期については、次に定めるところによる。

(イ) 本号D.(ロ)に定める時価を下回る発行価額または処分価額をもって普通株式を新たに発行または当社

の有する当社の普通株式を処分する場合。

調整後の取得価額は、払込期日の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日

以降、これを適用する。

(ロ) 株式分割により普通株式を発行する場合。

調整後の取得価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降これを適用する。ただし、配当可能利益

から資本に組み入れられることを条件にその部分をもって株式分割により普通株式を発行する旨取

締役会で決議する場合で、当該配当可能利益の資本組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日

を株式分割のための株主割当日とする場合には、調整後の取得価額は、当該配当可能利益の資本組入

れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。なお、上記ただし書の場合におい

て、株式分割のための株主割当日の翌日から当該配当可能利益の資本組入れの決議をした株主総会の

終結の日までに取得をなした者に対しては、次の算出方法により、当社の普通株式を新たに発行する。

 

　 　 （
調整前

－
調整後

） ×
調整前取得価額をもって取得によ
り

株式数 ＝
取得価額 取得価額 当該期間内に発行された株式数

調整後取得価額

　　　　　この場合に、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 
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(ハ) 本号D.(ロ)に定める時価を下回る価額をもって当社の普通株式に取得される証券もしくは取得できる

証券または当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行する場

合。

調整後の取得額は、発行される証券または新株予約権もしくは新株予約権付社債の全てが当初の取得

価額で取得されまたは当初の行使価額で行使されたものとみなして取得価額調整式を準用して算出

するものとし、払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は発行日)の翌日以降これを適用す

る。ただし、その証券の募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

　Ｃ. 取得価額調整式により算出された調整後の取得価額と調整前の取得価額との差額が1円未満にとどまる限り

は、取得価額の調整はこれを行わない。ただし、この差額相当額は、その後取得価額の調整を必要とする事由が

発生した場合に算出される調整後の取得価額にそのつど算入する。 

Ｄ. (イ)取得価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(ロ)取得価額調整式で使用する時価は、調整後の取得価額を適用する日(ただし、本号B.(ロ)ただし書きの場

合は株主割当日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通

株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、

平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(ハ)取得価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また株主割当日がない

場合は、調整後の取得価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日に

おける当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。

Ｅ. 当社は、本号B.の取得価額の調整を必要とする場合以外にも、次に揚げる場合には、取締役会が適当と判断す

る取得価額の調整を行うものとする。

(イ)株式の併合、資本の減少、商法第373条に定められた新設分割、商法第374条ノ16に定められた吸収分割、ま

たは合併のために取得価額の調整を必要とするとき。 

(ロ)その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により取得価額の調整を必要とす

るとき。

(ハ)取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出にあ

たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑦ 取得請求受付場所

　　大阪市中央区伏見町三丁目６番３号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　大阪証券代行部 

⑧ 取得の効力発生

　　取得の効力は、取得請求書及び第一回優先株券が前述⑦に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生す

る。 

(7)普通株式を対価とする取得条項

　　取得を請求し得べき期間中に取得請求のなかった第一回優先株式は、同期間の末日の翌日以降の日で取締役会

の決議で定める日(以下強制取得日という。)において、第一回優先株式1株の発行価額相当額を強制取得日に

先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日

の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)で除して得られる数の普通株式となる。ただし、

平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。この場合当該平均値が、下限

取得価額を下回るとき、または上限取得価額を上回るときは、第一回優先株式1株の発行価額相当額をそれぞ

れ下限取得価額、または上限取得価額で除して得られる数とする。

(8)期中取得または強制取得があった場合

　　第一回優先株式の取得により発行された普通株式に対する最初の利益配当金については、取得の請求または強

制取得が4月1日から9月30日までになされたときは4月1日に、10月1日から翌年の3月31日までになされたとき

は10月1日に、それぞれ取得があったものとみなしてこれを支払う。 

(9)新株式の継続保有の取決めに関する事項　

　　該当事項なし。

　

５　会社法第322条第２項に規定する定款の定めはございません。
　

６　取得請求期間中における提出会社の決定による当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の全額の繰上償

還又は全部の取得を可能とする旨の条項はございません。
　

(2) 【新株予約権等の状況】

ストック・オプションとして発行する新株予約権につきましては、付与がなされておりませんので記

載を省略いたします。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

当第１四半期会計期間において行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権の行使は

ありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成23年４月１日～
平成23年６月30日

― 123,152,293 ― 1,000,000 ― 453,957

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載する

ことができませんので、直前の基準日である平成23年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成23年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式

　 　
第一回優先株式 5,000,000

　 　
―

１「株式等の状況」の（1）
「株式の総数等」の②「発行
済株式」の注記参照

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式 17,100
― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 118,117,1502,362,343 ―

単元未満株式 普通株式 18,043 ― １単元(50株)未満の株式

発行済株式総数
普通株式 118,152,293

第一回優先株式 5,000,000
― ―

総株主の議決権 ― 2,362,343 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が5,250株(議決権105個)含まれ

ております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式14株が含まれております。

　
② 【自己株式等】

平成23年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
日本橋梁株式会社

大阪市北区西天満６丁目
７番２号

17,100 ― 17,100 0.01

計 ― 17,100 ― 17,100 0.01

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

日本橋梁株式会社(E01358)

四半期報告書

 9/18



第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(平成23年４月１日から

平成23年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成23年４月１日から平成23年６月30日まで)に係る四

半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,145,971 1,248,535

受取手形及び売掛金 2,197,778 1,395,987

原材料及び貯蔵品 17,038 16,789

その他 57,829 43,566

流動資産合計 3,418,617 2,704,878

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 880,624 875,076

構築物（純額） 128,914 126,574

機械及び装置（純額） 655,675 643,695

土地 2,114,532 2,114,532

建設仮勘定 5,755 28,758

その他（純額） 26,390 25,393

有形固定資産合計 3,811,893 3,814,031

無形固定資産

無形固定資産合計 12,575 11,917

投資その他の資産

投資有価証券 116,241 115,341

その他 36,193 25,935

投資その他の資産合計 152,435 141,276

固定資産合計 3,976,903 3,967,226

資産合計 7,395,521 6,672,105
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(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,050,936 1,081,713

短期借入金 1,869,169 1,119,169

1年内返済予定の長期借入金 66,500 1,334,950

未払金 500,985 229,038

未払法人税等 17,130 5,229

前受金 15,004 51,959

賞与引当金 － 10,350

工事損失引当金 229,804 209,863

損害賠償損失引当金 273,610 274,400

その他 67,703 36,871

流動負債合計 4,090,846 4,353,545

固定負債

長期借入金 1,715,450 802,000

退職給付引当金 295,488 293,936

固定負債合計 2,010,938 1,095,936

負債合計 6,101,784 5,449,481

純資産の部

株主資本

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 453,957 453,957

利益剰余金 △153,255 △224,329

自己株式 △6,465 △6,465

株主資本合計 1,294,237 1,223,163

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △500 △540

評価・換算差額等合計 △500 △540

純資産合計 1,293,737 1,222,623

負債純資産合計 7,395,521 6,672,105
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(2)【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

売上高 1,500,205 1,317,269

売上原価 1,359,756 1,252,956

売上総利益 140,449 64,313

販売費及び一般管理費

役員報酬 8,616 5,370

従業員給料及び賞与 47,492 37,219

法定福利及び厚生費 11,996 9,678

不動産賃借料 8,661 7,312

旅費交通費及び通信費 10,469 9,600

その他 42,213 39,850

販売費及び一般管理費合計 129,449 109,031

営業利益又は営業損失（△） 10,999 △44,718

営業外収益

投資不動産賃貸料 7,033 －

助成金収入 16,410 698

その他 1,771 2,822

営業外収益合計 25,215 3,520

営業外費用

支払利息 19,971 20,451

その他 4,302 1,069

営業外費用合計 24,273 21,520

経常利益又は経常損失（△） 11,941 △62,718

特別損失

固定資産処分損 － 637

投資有価証券評価損 － 860

損害賠償損失 2,800 2,813

特別損失合計 2,800 4,310

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 9,141 △67,028

法人税、住民税及び事業税 4,055 4,045

四半期純利益又は四半期純損失（△） 5,086 △71,074
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【会計方針の変更等】

当第１四半期累計期間
(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第１四半期累計期間
(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

　該当事項はありません。

　

　

【追加情報】

当第１四半期累計期間
(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

　当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号　平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日)を適用しております。

　

【注記事項】

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期

累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
　

  前第１四半期累計期間
 (自　平成22年４月１日  至　平成22年６月30日)

  当第１四半期累計期間
 (自　平成23年４月１日  至　平成23年６月30日)

　減価償却費　　　　　　　　　　　　29,156千円 　減価償却費　　　　　　　　　　　　　26,463千円

　　　　　　　　

(株主資本等関係)

　

前第１四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)
　

１．配当金支払額

　該当事項はありません。

　

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の

末日後となるもの

　該当事項はありません。

　
当第１四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)
　

１．配当金支払額

　該当事項はありません。

　

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の

末日後となるもの

　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

当社は、事業を鋼構造物事業（橋梁）に集中させており、単一セグメントとなっておりますので、記載

を省略いたします。
　

当第１四半期累計期間(自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日)

当社は、事業を鋼構造物事業（橋梁）に集中させており、単一セグメントとなっておりますので、記載

を省略いたします。

　
(持分法損益等)

前第１四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

該当事項はありません。
　

当第１四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

該当事項はありません。

　
(企業結合等関係)

当第１四半期会計期間(自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日)

該当事項はありません。

　
(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整

後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
　

項目
前第１四半期累計期間
(自  平成22年４月１日   
至  平成22年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自  平成23年４月１日   
至  平成23年６月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△) ０円25銭 △０円60銭

 (算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)(千円) 5,086 △71,074

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)
　(千円)

5,086 △71,074

普通株式の期中平均株式数(千株) 20,658 118,135

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ０円20銭 ―

 (算定上の基礎) 　 　

四半期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(千株) 4,332 ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末か
ら重要な変動があったものの概要

――― ―――

(注)　当第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期

純損失であるため、記載しておりません。
　

(重要な後発事象)

当第１四半期累計期間(自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年８月12日

日本橋梁株式会社

取締役会  御中

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    宮    林    利    朗    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    黒    川    智    哉    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本
橋梁株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第145期事業年度の第１四半期会計期間(平成

23年４月１日から平成23年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成23年４月１日から平成23年６月30日
まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。

　
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半
期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に
対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、日本橋梁株式会社の平成23年６月30日現在の財政状態
及び同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ
ての重要な点において認められなかった。

　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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